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アジアの家族法 

 

一
八
九
八
年
に
ス
ペ
イ
ン
は
ア
メ
リ
カ
と
パ
リ
条
約
を
締
結
し
、
フ
ィ

リ
ピ
ン
を
二
万
ド
ル
で
譲
渡
し
た
。
こ
れ
以
降
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
民
法
に
ア

メ
リ
カ
法
の
影
響
が
及
ぶ
こ
と
に
な
り
、
妻
の
権
限
が
拡
大
さ
れ
、
妻
の

特
有
財
産
（
婚
姻
前
に
取
得
し
た
財
産
お
よ
び
婚
姻
前
な
い
し
婚
姻
中
に

相
続
し
た
財
産
）
を
夫
の
同
意
得
な
く
て
も
、
単
独
で
処
分
す
る
こ
と
が

認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。こ
の
妻
の
特
有
財
産
に
対
す
る
処
分
権
は
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
・
コ
モ
ン
ウ
エ
ル
ス
時
代
の
一
九
三
二
年
に
実
現
さ
れ
た
。 

 

一
九
八
七
年
七
月
六
日
、
当
時
の
コ
ラ
ゾ
ー
ン
・
Ｃ
・
ア
キ
ー
ノ
大
統

領
が
フ
ィ
リ
ピ
ン
家
族
法
に
関
す
る
行
政
命
令
二
〇
九
号
に
署
名
し
、
フ

ィ
リ
ピ
ン
民
法
典
（Civil Code of Philippines

）
の
家
族
法
に
関
す
る

規
定
が
改
正
さ
れ
た
。
現
行
家
族
法
（Fam

ily Code

）
は
公
布
一
年
後

の
一
九
八
八
年
八
月
三
日
か
ら
施
行
さ
れ
て
い
る
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
は
四
〇

〇
年
間
ス
ペ
イ
ン
統
治
下
に
あ
り
、
そ
の
影
響
を
強
く
受
け
て
お
り
、
フ

ィ
リ
ピ
ン
の
家
族
法
も
一
八
九
九
年
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
施
行
さ
れ
た
ス
ペ

イ
ン
民
法
の
考
え
方
に
基
礎
を
置
い
て
い
た
。
当
時
は
ま
だ
フ
ィ
リ
ピ
ン

諸
島
と
し
て
は
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
島
々
を
一
五
二
一
年
に
フ
ァ
ー
デ

ィ
ナ
ン
ド
・
マ
ジ
ェ
ラ
ン
が
、
発
見
し
た
こ
と
に
よ
り
、
ス
ペ
イ
ン
の
植

民
地
支
配
が
始
ま
っ
た
。
ス
ペ
イ
ン
の
家
父
長
主
義
の
伝
統
に
も
と
づ
い

て
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
家
族
法
で
も
夫
が
家
族
全
体
に
対
し
て
絶
対
的
な
権

限
と
責
任
を
有
し
、
妻
は
二
次
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
に
過
ぎ
な
か

っ
た
。 

一 

は
じ
め
に
│
│
フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
国
家
族
法
の
歴
史
的
背
景 

 

 

現
行
家
族
法
の
制
定
に
よ
っ
て
、
従
来
の
一
九
五
〇
年
民
法
典
の
家
族

に
関
連
す
る
部
分
が
廃
止
さ
れ
た
。
廃
止
さ
れ
た
も
の
と
し
て
は
、
婚
姻

（
五
二
条
か
ら
九
六
条
）、
法
定
別
居
（
九
七
条
か
ら
一
〇
八
条
）
、
夫
婦

間
の
権
利
義
務
（
一
〇
九
条
か
ら
一
一
七
条
）、
夫
婦
間
の
財
産
関
係
（
一

一
八
条
か
ら
二
一
五
条
）、
家
族
（
二
一
六
条
か
ら
二
五
四
条
）
、
父
性
お

よ
び
嫡
出
で
な
い
子
の
父
子
関
係
（
二
五
五
条
か
ら
二
八
九
条
）
、
扶
養
（
二

九
〇
条
か
ら
三
〇
四
条
）、
親
権
（
三
一
一
条
か
ら
三
五
五
条
）
、
未
成
年

子
へ
の
行
為
能
力
付
与
と
成
人
年
齢
（
三
九
七
条
か
ら
四
〇
六
条
）
が
挙

げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
子
と
青
年
の
福
祉
に
関
す
る
法
律 

 

一
九
四
七
年
三
月
二
〇
日
に
行
政
命
令
四
八
号
に
も
と
づ
い
て
立
法
委

員
会
が
組
織
さ
れ
、
そ
こ
で
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
民
法
典
が
起
草
さ
れ
た
。
こ

の
民
法
典
は
一
九
四
九
年
六
月
一
八
日
に
共
和
国
法
三
八
六
号
と
し
て
議

会
で
可
決
、
公
布
一
年
後
の
一
九
五
〇
年
八
月
三
〇
日
に
発
効
し
た
。
こ

の
民
法
典
に
は
、
諸
外
国
の
法
律
、
判
決
お
よ
び
学
説
か
ら
採
用
さ
れ
た

新
し
い
考
え
方
が
多
く
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
参
照
さ
れ
た
国
や
地
域

と
し
て
は
ス
ペ
イ
ン
、
ア
メ
リ
カ
の
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
や
ル
イ
ジ
ア
ナ
を

は
じ
め
と
す
る
諸
州
、
フ
ラ
ン
ス
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
ド
イ
ツ
、
メ
キ
シ

コ
、
ス
イ
ス
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
お
よ
び
イ
タ
リ
ア
な
ど
が
あ
っ
た
。
そ
れ

ら
に
加
え
て
フ
ィ
リ
ピ
ン
最
高
裁
判
所
の
判
例
も
当
然
参
考
に
さ
れ
た
。

ま
た
立
法
委
員
会
で
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
慣
習
と
の
調
整
を
図
り
、
従
前
の

不
公
正
を
是
正
し
、
一
八
八
九
年
の
民
法
典
を
は
じ
め
と
す
る
他
の
法
で

は
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
な
問
題
の
解
決
に
向
け
て
必
要
な
修
正

を
数
多
く
行
い
、
新
た
な
規
定
を
設
け
る
こ
と
と
な
っ
た
【
注
１
】
。 
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